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納付困難な場合は
免除申請しましょう

市県民税・国民年金・市民の日

7月１日（月）は市県民税第１期の納期限です。

免除が承認されると……★受給資格期間（２５年）に含まれます。
　　　　　　　　　……★障害年金・遺族年金の請求時には、納付と同じ扱いになります。
※免除制度には審査（所得制限）があり、所得によっては受けられる免除が制限されることがあります。
3/4免除・半額免除・1/4免除の方は保険料を納付しないと未納と同じ扱いになります！

◆その他「宜野湾市民の日」関連の取り組み
◎市の公共施設の使用料が免除になります。
　市立体育館、市立野球場、市立屋内運動場、市立グラウンド、テニスコート、勤労青少年ホーム、
　勤労者体育センター、都市公園各種広場
◎りうぼう（サンフティーマ内）「市民の日特別セール」開催
◎まりりんぎのわん（マリン支援センター）のプール無料開放
◎ぎのわんゆいマルシェ「市民の日還元セール」開催

宜野湾市では１９６２年（昭和３７年）7月1日に市制が施行されたことを記念して、毎年７月１日を「宜野湾市民の日」
として制定しています。この日は、長年にわたって市政に功労のあった方々の表彰式が下記のとおり開催されます。

全額免除
◯保険料の全額が免除されます。

半額免除
◯保険料の半額が免除されます。
　保険料（月額）………７，５２０円

3/4免除
◯保険料の3/4が免除されます。
　保険料（月額）………３，７６０円

1/4免除
◯保険料の1/4が免除されます。
　保険料（月額）……１１，２８０円

７月から受付が始まります！平成25年度 国民年金の保険料免除申請

問合せ：市民課年金係　☎８９３‐４４１１ 内線１１７

問合せ：表彰式典については、秘書広報課　☎893-4411 内線201
使用料免除及びイベントに関しましては各施設へお問い合せください。

納付に関するご相談は　納税課　☎８９３‐４４１１ 内線２４６～２５１

　毎年１月１日現在の住民登録地の市町村から賦課される
もので、前年の1月1日から12月31日までの収入（所得）を
もとに均等割と所得割が課税されます。

市民税（住民税）とは…税目
期別

　納付する資力があるにもかかわらず、市税を引続き滞納
する方に対して、法律に基づいた調査の上、財産（預貯金・
給料・不動産・自動車等の動産その他）の差押等を行うこと
があります。

納期限までに納付がない場合には・・・

市税納期カレンダー

固定資産税     

4 月 3 0 日

7 月 3 1 日

12月25日

2 月 2 8 日

第 １ 期

第 ２ 期

第 3 期

第 4 期

市 県 民 税     

7 月 1 日

9 月 2 日

10月31日

1 月 3 1 日

軽自動車税     

5 月 3 1 日

納め忘れのないよう納期限内での納付をお願いします。
都合により納付できない場合は、随時納税相談を受け付けておりますのでご連絡下さい。

７月１日は「宜野湾市民の日」

表彰式典 　７月１日（月）午後２時　場所：中央公民館


